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各分野における基本計画の策定について 
 
 

 

１ 個別計画の策定 

    本市においては，「総合計画」に掲げる都市像の実現に向け，関連事業との連携を図り，実効性の高い施策・事業を展開するための個別計画を策定しており，令和３年度に策定又は改定を予定している基本計画について， 

一括して報告するもの 

 
２ 令和３年度に策定又は改定を予定している基本計画の内容等 

№ 
計画の名称 

〔所管部・課〕 
計画の目的，策定・改定の理由等 計画に定める主な事項 計画期間 主なスケジュール 

１ （仮称）第５次宇都宮市やさ

しさをはぐくむ福祉のまちづ

くり推進計画 

 

〔保健福祉部 保健福祉総務課〕 

 

 

 

〔法定計画〕 

価値観の多様化による家族や地域のつながりの希薄化による

複雑化・複合化した地域課題に対応するためには，地域における

支え合いの促進と活性化に加え，公的機関や民間の相談支援機関

などの関係機関が連携し，高齢者や障がい者，子ども施策など分

野に捉われない包括的な支援が必要である。 
こうしたことから，「誰一人として取り残さない」地域共生社

会の実現を目指し，現行計画を改定するとともに，本市の目指す

地域共生社会の将来像とその具現化に向けた施策について検討

する。 
 
 
 
 
 
 
 
 

・高齢者や障がい者，子ども等の福祉に関し，

共通して取り組むべき施策の導出 
 ➤制度の狭間の課題への対応 
 ➤複雑化・複合化した課題への対応 

・地域課題の解決に向けた市民活動等の促進 

・本市の目指す「地域共生社会」の将来像を 
見据え，多様な機関が主体的に参画できる 
施策の導出 
 

など 

Ｒ５年度 

～ 

Ｒ９年度 

 

（５か年） 

令和３年 
４月～ 検討組織における検討 

庁内：やさしさをはぐくむ福祉の 

まちづくり推進委員会 

庁外：社会福祉審議会 

アンケート等の実施 

令和４年 
 ３月  地域共生社会の将来像に係る 

中間報告 
５月～ 地区別意見交換会の開催 

令和５年 
 ２月  パブリックコメントの実施 
３月  庁議付議 ⇒ 計画策定 

 

２ （仮称）第４次宇都宮市食育

推進計画 

 

〔保健福祉部 健 康増進課〕 

 

〔努力義務〕 

新型コロナウイルス感染症の流行など，「食」をめぐる環境の

変化等に対応するため，無関心層を含めたすべての市民が自然に

健康になれる食環境の整備など，食育に係る施策の充実を図ると

ともに，地産地消の推進や食品ロスの削減など，食育のさらなる

推進を図ることから，現行計画を改定する。 
 
 
 
 
 
 
 

 

・市民や関係団体，市がともに目指す目標の 

設定 

・食育を推進するための事業の導出 

・自然に健康になれる食環境の整備や新しい 

生活様式に対応した食育の推進 

など 

 

Ｒ４年度 

～ 

Ｒ８年度 

 

（５か年） 

令和３年 
 ４月～ 検討組織における検討 

庁内：食育推進検討委員会 
庁外：食育推進会議 

１２月  パブリックコメントの実施 
令和４年 
 ３月  庁議付議 ⇒ 計画策定 

 

令和３年 ４月２３日 

市民まちづくり部 生活安心課 
保健福祉部 保健福祉総務課 

 健康増進課 

 
 
 
 
 
 
 
 

第６次宇都宮市総合計画 宇都宮市やさしさをはぐくむ 
福祉のまちづくり条例 

・宮っこ・子育ち・子育て応援プラン 
・高齢者保健福祉計画／介護保険事業計画 
・障がい者福祉プラン／サービス計画 等 

・うつのみやいきいき学校プラン 

・うつのみや地域教育プラン 

・宇都宮市地域防災計画 

・宇都宮市防犯対策推進計画 

・宇都宮市市民協働推進計画 

・宇都宮市立地適正化計画 

・宇都宮市交通戦略  等 

連携 
連携 



２ 

 

№ 
計画の名称 

〔所管部・課〕 
計画の目的，策定・改定の理由等 計画に定める主な事項 計画期間 主なスケジュール 

３ （仮称）第２次宇都宮市空き

家等対策計画 

 

〔市民まちづくり部 生 活安心課〕 

  

「空家等対策の推進に関する特別措置法」及び「宇都宮市空き

家等の適正管理及び有効活用に関する条例」に基づく指導等に取

り組む中，様々な事情により所有者自身による解決が困難な空き

家等への対応等が課題となっており，それらの課題に的確に対応

していくためには，市，所有者及び民間事業者等がそれぞれの役

割のもと，より一層の連携を図りながら，更なる市民協働等によ

る対策を総合的かつ計画的に講じる必要があることから，現行計

画を改定する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

・地域との連携による管理不全な空き家等の 

発生抑制や適正管理に関する施策の導出 

・地域活性化に資する「空き地」の活用や管 

理に関する施策の導出 

・官民連携事業の更なる充実に向けた施策の 

導出 

など 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｒ４年度 

～ 

Ｒ８年度 

 

（５か年） 

 

令和３年 
 ４月～ 検討組織における検討 

庁内：空き家等対策委員会 
庁外：宇都宮空き家会議等との 

意見交換 
令和４年 
 １月  パブリックコメントの実施 

  ３月  庁議付議 ⇒ 計画策定 
 

 

 
※法定計画：関連法令・条例等に基づき，策定することが義務付けられている計画 
 努力義務：関連法令・条例等に基づき，策定に努めるものとされている計画 


